
個人情報ファイル簿（単票）

管理番号
個人情報ファイルの名称
部　署
個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報（・条例要配慮
個人情報）が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手続
等

個人情報ファイルの種別

政令第21条第7項に該当する
ファイル

行政機関等匿名加工情報の提
案募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在
地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける組
織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をすること
ができる期間

備考

保有開始日

廃止日

最終更新日

マイナンバーの有無

対象者数

記録情報の収集元

個人情報ファイルを使用する事
務の名称

本人収集、

重度心身障害者（児）医療費助成制度

平成17年10月1日

令和4年12月8日

なし

1,000人以上5,000人未満

なし

募集しない

－

－

－

－

本人（または代理人）の申請により収集

要配慮個人情報を含む

宮古島市総務部総務課　〒906-8501宮古島市平良字西里1140番地

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

重度心身障害者（児）医療費助成受給者台帳
庶務給付係

福祉部　障がい福祉課　庶務給付係
宮古島市重度心身障害者（児）医療費助成に関する条例に基づき重度心身障害者に対して医療費の一部を助成
する

氏名、性別、生年月日等、心身機能の障害、所得・収入、家族状況、

身体障害者手帳1級、2級に該当する方 
療育手帳A1、A2に該当する方



個人情報ファイル簿（単票）

管理番号
個人情報ファイルの名称
部　署
個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報（・条例要配慮
個人情報）が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手続
等

個人情報ファイルの種別

政令第21条第7項に該当する
ファイル

行政機関等匿名加工情報の提
案募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在
地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける組
織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をすること
ができる期間

備考

保有開始日

廃止日

最終更新日

マイナンバーの有無

対象者数

記録情報の収集元

個人情報ファイルを使用する事
務の名称

本人収集、

自立支援医療（精神通院）に関する進達業務

令和4年12月16日

有

1,000人以上5,000人未満

有

募集しない

－

－

－

－

本人（又は代理人）の申請により収集

要配慮個人情報を含む

沖縄県立総合精神保健福祉センター、宮古保健所

宮古島市総務部総務課　〒906-8501　宮古島市平良字西里1140番地

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

自立支援医療（精神通院）に関する進達業務名簿
庶務給付係

福祉部　障がい福祉課　庶務給付係
自立支援医療（精神通院）進達事務における本人の資格審査のために利用する

氏名、性別、生年月日等、住所、電話番号、受給者番号、有効期限 
所得情報、負担額情報、疾病名、指定医療機関名、個人識別符号

自立支援医療（精神通院）の申請書を提出した者



個人情報ファイル簿（単票）

管理番号
個人情報ファイルの名称
部　署
個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報（・条例要配慮
個人情報）が含まれるときは、そ
の旨

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手続
等

個人情報ファイルの種別

政令第21条第7項に該当する
ファイル

行政機関等匿名加工情報の提
案募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所在
地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける組
織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をすること
ができる期間

備考

保有開始日

廃止日

最終更新日

マイナンバーの有無

対象者数

記録情報の収集元

個人情報ファイルを使用する事
務の名称

本人収集、

沖縄県身体障害者更生相談所への交付申請等の進達事務

平成17年10月1日

令和4年12月8日

有

1,000人以上5,000人未満

募集しない

－

－

－

－

本人（または代理人）の申請により収集

要配慮個人情報を含む

沖縄県身体障害者更生相談所

宮古島市総務部総務課　〒906-8501宮古島市平良字西里1140番地

法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

障害者手帳交付台帳
庶務給付係

福祉部　障がい福祉課　庶務給付係
沖縄県身体障害者更生相談所への交付申請等の進達事務

氏名、性別、生年月日等、住所、個人識別符号、心身機能の障害、

身体障害者手帳交付申請者、身体障害者手帳所持者


